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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 
１. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、事業者は環境の保全の⾒地からの意⾒を求めるた
め、環境影響評価⽅法書（以下「⽅法書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、⽅法
書及びその要約書を公告の⽇から起算して 1 か⽉間縦覧に供した。 
 
(1) 公告の日 

令和 6 年 10 ⽉ 8 ⽇（⽕） 
 

(2) 公告の方法 

①⽇刊新聞紙による公告［ 別紙 1 参照 ］ 
令和 6 年 10 ⽉ 8 ⽇（⽕）付けの以下の⽇刊新聞紙に「公告」を掲載した。 
・北海道新聞 函館版（朝刊） 

※令和 6 年 10 ⽉ 16 ⽇（⽔）に開催した説明会についての公告を含む。 
 

②インターネットによるお知らせ［ 別紙 2 参照 ］ 
以下のホームページに「お知らせ」を掲載した。 
・北海道のウェブサイト 
・函館市のウェブサイト 
・事業者のウェブサイト 
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(3) 縦覧場所 

地⽅公共団体庁舎等 3 か所及びインターネットの利⽤による縦覧を実施した。 
 

①地⽅公共団体庁舎 
・北海道渡島総合振興局：北海道函館市美原 4 丁⽬ 6-16 
・函館市環境部   ：北海道函館市⼤森町 21 番 12 号 
・函館市湯川⽀所   ：北海道函館市湯川町 2 丁⽬ 40 番 13 号 

 
②インターネットの利⽤ 

事業者ホームページに⽅法書の内容を掲載した。 
https://www.aquila-clean-energy-apac.com/archives/news/eia-japan 

 
(4) 縦覧期間 

令和 6 年 10 ⽉ 8 ⽇（⽕）から令和 6 年 11 ⽉ 7 ⽇（⽊）までとした。 
地⽅公共団体庁舎等は⼟・⽇・祝⽇を除く開庁時とし、インターネットは常時アクセス可能と

した。 
 

(5) 縦覧回数 

縦覧者数（意⾒書箱への投函者数）は 0 名であった。 
（内訳） 

・北海道渡島総合振興局：0 名 
・函館市環境部   ：0 名 
・函館市湯川⽀所   ：0 名 

（参考） 
・インターネットによる閲覧 ：94 件 （事業者のウェブサイトの閲覧数） 

  



3 

２. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7 条の 2 の規定に基づき、⽅法書の記載事項を周知するための説明会を
開催した。 

 
(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、⽅法書の縦覧等に関する公告と同時に⾏った。 
［ 別紙 1 参照 ］ 

 
(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催⽇時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 
・開催⽇時：令和 6 年 10 ⽉ 16 ⽇（⽔）18 時 00 分から 19 時 30 分まで 
・開催場所：⻲尾地区総合福祉センター（函館市⻲尾町 32-6） 
・来場者数：5 名 
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３. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づき、事業者は環境の保全の⾒地からの意⾒を有する者
の意⾒書の提出を受け付けた。 

［ 別紙 3 参照 ］ 
 

(1) 意見書の提出期間 

令和 6 年 10 ⽉ 8 ⽇（⽕）から令和 6 年 11 ⽉ 21 ⽇（⽊）までの間 
（縦覧期間及びその後 2 週間とし、郵送の受付は当⽇消印まで有効とした。） 
 

(2) 意見書の提出方法 

① 縦覧場所及び説明会会場に備え付けた意⾒書箱への投函 
② 事業者への郵送による書⾯の提出 
 

(3) 意見書の提出状況 

意⾒書の提出は 3 通、意⾒総数は 16 件であった。 
  



5 

第２章 環境影響評価方法書について提出された環境の保全の見地からの意見の概

要とこれに対する事業者の見解 

 
「環境影響評価法」第 8 条第１項の規定に基づき、環境影響評価⽅法書について、環境の保全

の⾒地から提出された意⾒は 16 件であった。それに対する事業者の⾒解は表 2-1 のとおりであ
る。 

 
表 2-1(1) 環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解 

No. 意⾒の概要 事業者の⾒解 
1-1 （1）⽇本では⾵⽔害・地震等の⾃然災害が毎年起こ

り復旧に難しています。北海道では太陽光パネルの
破⽚が広域に離散し復旧困難な所もあります。環境
保全のため、ガラスや⾦属⽚の離散対策をネットの
設置などにより予防する事を検討してください。 

太陽光パネルについて、まずは破損が発⽣しないよ
う、対策を⼗分に検討いたします。その上で、破損
が発⽣した場合の離散対策についても検討してま
いります。 

1-2 （2）ここは温川の流⽔域です。要約書 47 ⾴ですが、
「*：既存のゴルフ場跡地を利⽤し⼤規模な造成を
実施しないこと、樹⽊の伐採範囲は最⼩限とし急斜
⾯への太陽光パネルの設置は実施しないことから、
地形改変及び施設の存在に係る影響は限定的であ
ると考えられるが、場内にある程度の起伏を有する
ため、簡易的な評価を実施する。」として「⼟地の安
定性について定性的に予測する。」とあります。 
太陽光パネル設置の⾯積が広いため、保⽔量や⾬⽔
の流速に相当の違いが予測されます。「簡易的な評
価」ではなく、⾬⽔量について「定量的に計測し、
太陽光パネル設置後の流⽔域とその量・影響を定量
的に予測」して対応してください。繰り返しになり
ますが、ゴルフ場の時よりパネル⾯積分の地⾯の保
⽔効果が落ち、傾斜地での⼟砂崩れのリスクが増え
ると予測されます。そのシミュレーションをし、排
⽔システムを設備確保することにより⼟砂崩れを
予防して頂きたいと思います。 

排⽔対策について、現状では、ゴルフ場に既設の排
⽔貯留施設を活⽤する予定ですが、太陽光パネル設
置による⾬⽔の流出状況の変化等を定量的に予測
した上で、⾬⽔等を適切に流下させるための排⽔計
画について検討し、関係機関と調整の上、必要に応
じて貯留機能の改修等を実施いたします。 
なお、本事業では環境への配慮として、太陽光パネ
ルの下を含む地表は定期的な草刈りにより草地と
して管理し、防草シートの設置や除草剤の散布は⾏
わない予定です。 
また、⼟地の安定性については、発電設備の配置計
画と⼟地分類図及び傾斜区分図等の重ね合わせを
⾏うほか、⼤規模な盛⼟が確認された箇所について
は地質調査を⾏い、太陽光パネルの設置による⼟地
の安定性への影響について予測いたします。 
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表 2-1(2) 環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解 

No. 意⾒の概要 事業者の⾒解 
2-1 本意⾒書は御社が計画中の標記事業の環境影響評価

の配慮すべき項、その調査⽅法について意⾒するも
のである。また事業化へは多様な環境保全評価を望
むものである。 
1 総括事項 
（1）事業計画区域は函館市東部東畑町、鉄⼭町にあ
る昭和 48 年から平成 20 年までゴルフ場だった標⾼
100〜200ｍの⼩⾼い丘陵地 85.7ha が対象区域にな
っている。北側に津軽海峡へ注ぐ⼆級河川、汐泊川
が流れており事業区域内を流れる⽀流のショウシン
川が南から注ぐ流域の頂点に⼀等三⾓点、清⽔⼭
321.1ｍがある。地質は第三紀泥岩、粘板岩、⽞武岩
質の岩などにより形成され⼩さな起伏のある⼭地を
形成し丘が連続し距離があるが東部に粘板岩と泥岩
の断層が東⻄へ形成されている。 
なお事業区域は主にススキなどの⼆次草原で樹⽊は
ダケカンバなど先駆樹種や、広葉樹の幼樹、⼩径⽊
が所々にあると推測される。 
また計画区域外の東部に帯状にブナ・ササ・草地が
混在している⾃然度の⾼い帯状の林がある。 
地域は林相、草原環境などからクマガイソウ、カキ
ランなどの存在も想定され希少植⽣に要留意であ
る。野⿃は流域にクマタカ、ハチクマ、ノスリ、イ
ヌワシ、オジロワシ、草原にオオジシギなど。森林に
ヨタカ、クマゲラなどのレッドリストランクの⿃類
がみられ、区域内はヒグマ、エゾシカの痕跡も多く
独特な⽣態系が保たれた地域となっている。また計
画地北⻄部に⼟砂災害特別警戒地区と⻄部の広範囲
に警戒区域がある。 
治⽔では、事業区域、庵原町、鉄⼭町とも住宅付近
の河川負荷が多少なりとも増すことも考えられるた
め⼯事、事業による⼟砂管理、流出管理を想定する
必要がある。とくに汐泊川は⻑年の洪⽔対策で河道
掘削、堤防新設など実施しているが、保護⽔⾯であ
り秋冬に⼯事制限がある。また、市は洪⽔⼟砂災害
ハザードマップを作成しており、近年の豪⾬への対
策で北海道では流域治⽔プロジェクトを設け流域の
⼟地利⽤に関係する流出抑制策に取り組んでいる。 
また、利⽔は付近に函館市の汐泊川取⽔場がある。 
環境影響評価を実施するにあたり、最新の知⾒及び
評価⼿法を採⽤し、内容が簡明となるような定量的
⽅法を⽤いること。 

対象事業実施区域周辺の環境について情報をご提供
いただき、ありがとうございます。今後実施する現
地調査の参考とさせていただきます。 
治⽔・利⽔について、現状では、ゴルフ場に既設の
排⽔貯留施設を利⽤する予定ですが、太陽光パネル
設置による⾬⽔の流出状況の変化を定量的に予測し
た上で、⾬⽔等を適切に流下させるための排⽔計画
について検討し、関係機関と調整の上、必要に応じ
て貯留機能の改修等を実施いたします。また、排⽔
先となる河川への濁⽔の影響については、⽅法書に
記載の⼿法により現況を調査し、事業による影響を
予測・評価いたします。調査・予測においては、⽔利
組合等の関係機関へヒアリングを⾏い、妥当性を確
認した上で適切に実施してまいります。 
環境影響評価を実施するにあたっては、最新の知⾒
及び評価⼿法を収集・検討し、内容が簡明となるよ
うに努めます。 
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表 2-1(3) 環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解 

No. 意⾒の概要 事業者の⾒解 
2-2 （2）本事業は、総出⼒ 8 万 4 千 939kW（交流 

39,900kW、直流 45,039kW)の太陽光発電所を設置
する計画であり環境影響を回避・低減する対策と悪
影響を想定した事業損失の代償（リスクヘッジ）を
事業者が都度、関係⾃治体、機関、団体、住⺠等へ
提⽰する必要がある。 

⽅法書に記載の⼿法により現況を調査し、事業によ
る環境への影響を予測した上で検討する環境保全措
置に関しては、必要に応じて関係機関や住⺠の⽅と
協議のうえ準備書に記載します。 
なお、総出⼒は 39,900kW （交流）でございます。環
境影響評価法における対象事業の判定や⼀般的に使
⽤される出⼒は交流で表記されますが、太陽光発電
では直流で発電した電気を交流に変換するため、他
の太陽光発電事業の事例に倣い、交流・直流それぞ
れの出⼒を記載しておりました。準備書では、誤解
を⽣まない表記に修正いたします。 

2-3 （3）本事業に際し、重⼤な環境影響が⽣じ、これが
回避⼜は⼗分な低減が科学的根拠をもとに⽰すこと
ができない場合、かつ団体や住⺠との合意形成が困
難な場合において、対象事業実施区域の絞り込みや
事業規模の縮⼩はもとより事業計画そのものの⾒直
しを⾏う必要がある。 

環境への重⼤な影響が⽣じると予測された場合は、
その影響を回避⼜は低減する環境保全措置を検討
し、必要に応じて事業計画の⾒直しを⾏うことによ
り、関係機関や住⺠の⽅との合意形成を図りながら
進めることができるように努めてまいります。 

2-4 2 個別的事項 
（1）⼟地の安定性、騒⾳と反射光 
事業計画区域の⼭地 1km 以内には住居が点在し、斜
⾯切⼟、樹⽊伐根による不安定化も環境影響が⽣じ
るおそれがあるので適切な⽅法で測定調査及び予測
を⾏い、重⼤な環境影響の有無を⼗分に評価するこ
と。また、パワーコンデイショナー機器等の付近へ
の騒⾳やパネルの⽅向による反射光についても評価
すること。 

対象事業実施区域はゴルフ場跡地であり、すでに造
成済みの⼟地であるため、⼤規模な造成等は実施し
ない計画です。⼀部林地を伐採する範囲は、住居か
ら離れた箇所であり、その他のゴルフコース間や対
象事業実施区域の外周を囲む樹林は伐採しない計画
としております。騒⾳については、パワーコンディ
ショナー等の変電設備と近傍の⺠家との間には
15m 以上の⾼低差と幅 50m 以上の樹林帯が存在し、
樹林帯の改変は予定していないことから、影響は⼩
さいと想定しております。反射光については、対象
事業実施区域の外周を囲む樹林帯が存在することや
その改変を予定していないこと、太陽光パネルの⽅
向は住居や道路の無い南向きを計画していることか
ら、太陽光パネルの表⾯は視認できず、影響は⽣じ
ないものと想定しております。 

2-5 （2）⽔環境 
事業計画区域内の太陽光発電事業にあたって⼟地の
安定化にも関係するが、施業道拡幅、建設地開削な
どの⼟地改変による斜⾯崩壊、樹⽊伐採による表⽔
攪乱、濁⽔発⽣や⼟砂の流出、流亡などによる河川
への流⼊増加、⼟砂流出などの治⽔安全度低下に到
ることが想定されることから、予測を⾏い、治⽔安
全度の⽐較や調整池など濁⽔管理について、近海、
内⽔⾯の漁業被害も合わせ重⼤な環境影響の有無を
評価すること。 

対象事業実施区域はゴルフ場跡地を利⽤するもので
あり、現況地形を活かして設備の配置等を⾏うほか、
⼯事や管理のための道路は既存のカート道路を活⽤
して整備するため、⼤規模な⼟地改変は実施いたし
ません。また、樹⽊伐採は、⼀部の箇所（0.4ha）の
みであり、濁⽔の発⽣や⼟砂の流出などによる影響
は⼩さいものと考えています。 
排⽔先となる河川への濁⽔の影響については、⽅法
書に記載の⼿法により現況を調査し、事業による影
響を予測・評価いたします。調査 ・予測においては、
⽔利組合等の関係機関へヒアリングを⾏い、妥当性
を確認した上で適切に実施してまいります。   
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表 2-1(4) 環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解 

No. 意⾒の概要 事業者の⾒解 
2-6 （3）動物 

事業計画区域内では、クマタカ、オジロワシ、クマ
タカ、オオジシギ、ヨタカなどの希少猛禽類等の⾶
翔が確認あるいは想定され、かつ昆⾍ではアサギマ
ダラ、ゴマシジミ RDB 種のニホンザリガニも想定
される。また、⼤個体のエゾヒグマ、エゾシカなど
が⽣息し、特に⼈的被害の多いエゾヒグマ、農林業
被害の多いエゾシカなどは事業による被圧で広域な
移動を⽣みやすい。本州でも管理道等を利⽤するイ
ノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマの⾷害域の拡⼤
が報告されているため、それらを調査、評価するこ
と。 

対象事業実施区域内で確認が想定される動物種につ
いて情報をご提供いただき、ありがとうございます。
今後の現地調査の参考とさせていただきます。 
対象事業実施区域及びその周辺の動物相について
は、⽅法書に記載の⼿法により現況を調査し、事業
による影響を予測・評価いたします。また、環境保
全措置については、専⾨家等からの意⾒や最新の知
⾒を踏まえて検討してまいります。 

2-7 （4）植物、⽣態系 
事業計画区域沿部は⼆次林、植林地であるが東部に
ブナ・ササ・草原があり⾃然度の⾼い林相が残って
いる。また林床・林縁にはクマガイソウ、エビネな
どラン科植物や草地にカキラン、ヒキオコシ、サルト
リイバラなどが点々とあり、南⽅と北⽅の植物が重
なる区域である。 
そのなかで植⽣破壊などによる環境影響の有無とそ
れらの代償を評価すること。さらに、他事業者とエ
リア隣接区域が⽣じる調査、事業負荷による攪乱、
累積環境被圧など⼗分に予測すること。 

対象事業実施区域周辺で確認が想定される植⽣や植
物種について情報をご提供いただき、ありがとうご
ざいます。今後の現地調査の参考とさせていただき
ます。 
対象事業実施区域及びその周辺の植⽣及び植物相に
ついては、⽅法書に記載の⼿法により現況を調査し、
事業による影響を予測・評価いたします。また、環
境保全措置については、専⾨家等からの意⾒や最新
の知⾒を踏まえて検討してまいります。他事業者が
対象事業実施区域近傍で事業を実施する場合には、
可能な限り、当該事業者と調整を⾏います。 

2-8 （5）景観 
事業計画区域は函館市東部の丘陵地で⼭裾を道道
83 号線が通り各々世界遺産に指定された南茅部と
⾃然公園のある恵⼭へ分岐する交差点に近い重要な
観光道路である。各々道路の視程「眺望点」からや、
隣接する⻲尾町を含め地域の公共施設からの景観の
影響予測につき評価すること。 

景観の調査地点は、地域の⽇常的な視点場として道
道 83 号沿いや⻲尾地区総合福祉センターにも設定
しています。 
その眺望景観への影響については、フォトモンター
ジュ法を⽤いて予測いたします。 

2-9 （6）⼈と⾃然との触れ合いの活動の場 
事業計画区域内は、特に施設や野外活動コース設定
はない。しかし汐泊川流域は⼭菜、キノコ採取者が
多いので環境影響の有無を評価すること。 

今後、対象事業実施区域及びその周辺にて主要な⼈
と⾃然との触れ合いの活動の場の情報が得られた場
合は、評価項⽬として選定を検討いたします。 
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表 2-1(5) 環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解 

No. 意⾒の概要 事業者の⾒解 
2-10 （7）その他 

事業計画区域には発電所として送電線網をどのよう
な経路で組むのか、送電線路の線引き、電柱の設置
箇所、⾼さ、⾊彩次第で環境への影響は少なくない。
また北電契約年数と施設耐⽤年数に整合性がある
か。さらに事業終了、もしくは、事業撤退した場合
の施設取り壊し、森林、草地への計画前復元が懸念
されることから、これらについて私有地であるもの
の、適切な⽅法、契約による確約及び予測を明らか
にし、重⼤な環境影響の有無を評価すること。さら
に⼯事中の相当量の残⼟、伐⽊など建設廃棄物につ
いてその処理について具体的に⽰すこと。 

対象事業実施区域から接続予定の北海道電⼒株式会
社の鉄塔までの送電線は、環境に配慮して、道路へ
の埋設を検討しております。 
北海道電⼒株式会社との契約は、事業の実施段階と
なる⾒込みです。契約年数は、設備の耐⽤年数を考
慮して協議します。 
事業終了後の原状復帰は、事業期間中に費⽤の積み
⽴てを⾏い実施する予定です。 
本事業では、基本的に造成を実施せず、残⼟は発⽣
しない計画です。また、樹⽊の伐採は、必要最⼩限
とする計画です。廃棄物の処理⽅法については、準
備書において⽰します。 

2-11 （8）所⾒ 
私たちは太陽光、⾵⼒、地熱、⽔⼒などの⾃然再⽣
可能エネルギー事業を推進し、電源を分散していく
のはわが国の求めるところであり、当会、当ネット
ワークも反意は無い。しかしながら、環境影響評価
⽅法書、環境影響評価書の段階で本太陽光発電事業
には次の 2 項で⽔環境（治⽔含）、⽣態系および安全
へ悪影響が⽣ずると懸念されるため、早期に事業可
否の判断をされたい。 
a.林道、施業道および丘陵の⼤幅改変はその⼟質か
ら崩落があると川への⼟砂流亡が⽣じ、洪⽔パラメ
ータである流域流出率を上げ河川の治⽔安全度を悪
化させると考えるので、関係機関との調整と調整池
など対策を願う。 
b.事業開始は、ややもするとクマゲラ、ヒグマなど⼤
型⿃獣の⽣活を攪乱、⽣息域の消滅、森林植⽣への
被圧、彼らの好餌部消滅など影響は少なくないと考
えられる。また、ヒグマ、エゾシカが事業の影響に
より移動路を変えたことで集落に近い⾥⼭、⽥畑や
市街地住⺠へそれらが向かい⾷害にあう等の⼈的、
⼀次産業へ被害のポテンシャルは否定できないので
予測と対策を⾏う必要がある。 
 
これから、安全や⽣態系保全上も本太陽光発電計画
は森林、草原環境へ少なからず悪影響を与えると考
え、充分な配慮による⽅法を検討するよう意⾒する。 

対象事業実施区域はゴルフ場跡地を利⽤するもので
あり、現況地形を活かして設備の配置等を⾏うほか、
⼯事や管理のための道路は既存のカート道路を活⽤
して整備するため、⼤規模な⼟地改変は実施いたし
ません。治⽔について、現状では、ゴルフ場に既設
の排⽔貯留施設を利⽤する予定ですが、関係機関と
調整の上、必要に応じて貯留機能の改修を実施いた
します。 
対象事業実施区域及びその周辺に⽣息する動物相に
ついては、⽅法書に記載の⼿法により現況を調査し、
事業による影響を予測・評価いたします。また、環
境保全措置については、専⾨家等からの意⾒や最新
の知⾒を踏まえて検討してまいります。 
安全性を確保し、地域の⽣態系にも配慮した事業を
実施してまいります。 
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表 2-1(6) 環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解 

No. 意⾒の概要 事業者の⾒解 
3-1 貴社作成の⽅法書について意⾒書を提出します。 

（1）対象事業実施区域に関しての⽣物多様性につい
て 
元ゴルフ場で閉鎖して 18 年経過してるとのことで
区域全体としては、⼆次林の草原地域のようです。
また実施区域周辺外は広葉樹の雑⽊林が⾒られま
す。（2.2-11P-13)⼀部ため池もあります。 
このような環境においては、⽣物多様性に関して何
らかの⾃然環境が保たれてると思います。 
野⿃に関しては、絶滅危惧種の猛禽類のクマタカや
チュウヒなどが⾒られるかと察します。 
また草原性の野烏では準絶滅危惧種のオオジシギや
オオヨシキリなどが繁殖してるかと察します。 
その他広葉樹林の⽊の実をもとめてのカラ類も存在
が⾼いと思います。 
後のアセスをしっかり⾏っていただきたいと思いま
す。 

対象事業実施区域周辺に⽣息する可能性のある⿃類
について情報をご提供いただき、ありがとうござい
ます。今後実施する現地調査の参考とさせていただ
きます。 
対象事業実施区域及びその周辺に⽣息する動物相に
ついては、⽅法書に記載の⼿法により現況を調査し、
事業による影響を予測・評価いたします。また、環
境保全措置については、専⾨家等からの意⾒や最新
の知⾒を踏まえて検討してまいります。 

3-2 （2）⼯事⾞両の作業内容について 
ゴルフ場の跡地を使⽤するとのことで⼤掛かりな伐
採等は少ないと思いますが、ソーラーパネルの設置
に関しては整地⼯事が⾏われると思います。その際、
⼟砂などの汚染された流出物が近くの河川などに流
れないように注意してください。けして鮭の遡上の
汐泊川などに流れないように・・・ 

ご理解のとおり、樹⽊の伐採は最⼩限とし、現況地
形を活かしてパネルを設置する計画ではございます
が、整地（表⼟ 10 ㎝程度）を実施いたします。整地
にて⼀時的に裸地化した箇所は、締固めを実施し、
表⼟の流出防⽌や架台の安定性向上に努めます。ま
た、⼯事初期に排⽔貯留施設の整備を実施し、⼯事
中に濁⽔が汐泊川へ流出することがないよう対策い
たします。なお、⼯事着⼿前には⼟壌汚染対策法に
則った⼟壌汚染状況調査を⾏い、特定有害物質によ
る汚染がないか確認した上で着⼯する計画としてお
ります。 

3-3 （3）北海道地域における太陽光発電設置について 
北海道では、太陽光発電施設の設置場所は本州と⽐
べ休耕⽥などを利⽤しているケースが多いですが、
今回の計画地は元ゴルフ場とのことです。設置⾯積
が広⼤なメリットがあるかと思いますが、構造図
(2.2-16P-18)をみるとパネルの傾斜⾓度は 15 度に
なっています。道南エリアの平均積雪量 50〜80 セン
チからですとパネルに積もってしまうのではないか
と余計な⼼配してしまいますが・・・特に湿気の多
い雪が多いです 
北海道の平均傾斜⾓度は 30〜40 度位です。最終処
分を考慮し再度パネルの枚数を検討してください。 
以上実施計画地域における太陽光発電所設置に関し
て、充分なるアセスを⾏い⾃然環境に影響が無いよ
うお願いします。 

太陽光パネル上の積雪については、定期的な設備点
検等に合わせて除雪を⾏い管理する予定です。太陽
光パネルの処分については、発⽣抑制（リデュース）、
再使⽤（リユース）、再⽣利⽤（リサイクル）等を検
討した上で、使⽤継続が不可能な場合には、国や道
の指針等に則り適切に処分いたします。なお、事業
終了後の原状復帰は、事業期間中に費⽤の積み⽴て
を⾏い、確実に実施いたします。 
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［ 別紙 1 ] 
○日刊新聞紙による公告 

北海道新聞 函館版（令和 6 年 10 ⽉ 8 ⽇（⽕） 朝刊） 
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［ 別紙 2(1) ] 
○インターネットによる「お知らせ」 

・北海道のウェブサイト 
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［ 別紙 2(2) ] 
・函館市のウェブサイト 
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［ 別紙 2(3) ] 
・事業者（当社）のウェブサイト 
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［ 別紙 3 ] 
○ご意見記入用紙 

 


